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企
業
対
策
」「
設
備
投
資
に
つ
な
が
る

制
度
・
規
制
面
で
の
環
境
整
備
へ
の
対

応
」「
所
得
の
拡
大
」
な
ど
、
企
業
の

投
資
行
動
を
加
速
化
さ
せ
る
等
の
観
点

か
ら
の
税
制
措
置
に
つ
い
て
盛
り
込
ま

れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
「
三
本
の
矢
」
を
推
し
進
め

る
た
め
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
効
果
を
期
待
し

た
も
の
で
、
改
正
法
案
自
体
は
「
年
末

の
大
綱
」
と
と
も
に
、
平
成
26
年
１
月

以
降
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
と
い

う
流
れ
で
す
。

―
―
で
は
、
大
綱
の
う
ち
、
わ
が
国
の

税
制
に
関
す
る
「
基
本
的
考
え
方
」
を

中
心
に
、
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

柴
原　
「
平
成
26
年
度
税
制
改
正
の
基

本
的
考
え
方
」
で
は
、
ま
ず
、
法
人
実

効
税
率
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。「
引
き
続
き
検
討
を
進
め

る
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
は

今
後
、
法
人
税
率
の
引
下
げ
が
現
実
化

し
て
い
く
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

現
在
、
諸
外
国
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
各

国
の
平
均
法
人
税
率
は
25
％
程
度
、
こ

れ
に
対
し
わ
が
国
は
37
％
程
度
と
高
い

水
準
で
す
。
企
業
の
国
際
競
争
力
の
観

点
か
ら
も
、
法
人
税
率
の
引
下
げ
は
必

須
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
「
法
人
税
が
引
き
下
げ
ら
れ

る
反
面
、
個
人
の
所
得
税
や
相
続
税
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
の
は
法
人
を
優
遇
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が

あ
り
ま
す
。
一
方
、
法
人
税
率
が
下
が

っ
て
も
、
そ
の
結
果
、
法
人
の
内
部
留

保
が
膨
ら
み
、
そ
れ
が
設
備
投
資
や
雇

用
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
て
経
済
が
活
性

化
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
が
法
人
税

を
多
く
徴
収
し
て
社
会
に
還
元
す
る
こ

と
と
結
果
的
に
同
じ
効
果
が
期
待
で
き

る
と
の
見
方
も
あ
り
ま
す
。

　

税
制
に
は
「
簡
素
・
公
平
で
あ
る
べ

き
」
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
経

済
効
果
が
実
現
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

法
人
税
率
の
引
下
げ
は
、
国
民
の
幸
福

を
希
求
す
る
観
点
か
ら
は
、
十
分
に
あ

り
得
る
政
策
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

―
―
法
人
課
税
の
以
外
に
、
注
目
し
て

お
き
た
い
項
目
は
何
で
し
ょ
う
か
。

柴
原　

次
に
注
目
し
た
い
の
は
「
地
域

経
済
の
活
性
化
」
で
す
。
日
本
経
済
再

生
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
地
域
経

済
を
支
え
る
中
小
企
業
を
支
援
す
る
こ

と
と
と
も
に
、「
税
制
面
で
中
心
市
街

地
の
活
性
化
や
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の

形
成
を
支
援
す
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
は
、

街
づ
く
り
の
あ
り
方
を
示
す
概
念
で
、

住
宅
、
企
業
、
商
業
、
医
療
な
ど
、
生

活
に
必
要
な
機
能
を
あ
る
地
域
の
中
心

部
に
集
め
る
こ
と
で
効
率
を
図
り
、
人

口
減
少
や
高
齢
化
に
よ
る
地
域
経
済
の

衰
退
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
諸
施

策
を
言
い
ま
す
。

　

大
綱
で
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の

実
現
に
向
け
て
、「
都
市
機
能
を
誘
導

す
べ
き
区
域
の
外
か
ら
内
へ
の
事
業
用

資
産
の
買
換
特
例
」
を
は
じ
め
、「
誘

導
す
べ
き
都
市
機
能
の
整
備
の
用
に
供

す
る
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
各
種

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
後
押
し
す
る

企
業
支
援
税
制
が
盛
り
込
ま
れ
る

―
―
２
０
１
３
年
12
月
24
日
、
平
成
26

年
度
税
制
改
正
大
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
安
倍
晋
三
首
相
が
推
し
進
め

る
〝
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
〞
を
税
制
面
か
ら

後
押
し
す
る
企
業
向
け
の
税
制
優
遇
措

置
や
、
給
与
所
得
控
除
の
段
階
的
縮
小

を
含
む
個
人
所
得
課
税
の
改
正
項
目
が

い
く
つ
か
並
ん
で
い
ま
す
。
税
制
改
正

に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｐ
が
押
さ
え
て
お
く
べ

き
ポ
イ
ン
ト
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

柴
原　

例
年
、
大
綱
は
「
基
本
的
考
え

方
」「（
税
制
改
正
の
）具
体
的
内
容
」「
検

討
事
項
」
の
３
つ
の
構
成
で
成
り
立
っ

て
い
ま
す
が
、
平
成
26
年
度
税
制
改
正

大
綱
は
「
具
体
的
内
容
」
に
つ
い
て
、

10
月
１
日
に
発
表
さ
れ
た
「
民
間
投
資

活
性
化
等
の
た
め
の
税
制
改
正
大
綱
」

（
以
下
「
秋
の
大
綱
」）
と
、「
年
末
で

の
決
定
事
項
」（
以
下
「
年
末
の
大
綱
」）

の
２
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴

で
す
。

　

一
足
先
に
発
表
さ
れ
た「
秋
の
大
綱
」

に
は
、「
民
間
投
資
の
活
性
化
」「
中
小

特
例
」
や
「
都
市
再
生
推
進
法
人
（
仮

称
）
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
特

例
」
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

地
方
分
権
が
進
み
、
主
要
都
市
を
中

心
と
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、
今
後

も
税
制
面
で
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

く
こ
と
に
、
私
た
ち
は
大
い
に
注
目
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、「
国
家
戦
略
特
区
」
に

お
け
る
積
極
的
な
税
制
支
援
な
ど
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
医
療
分

野
へ
の
支
援
と
と
も
に
、
特
許
権
や
商

標
権
な
ど
の
知
財
に
関
す
る
税
率
引
下

げ
に
よ
っ
て
、
知
財
産
業
を
国
外
か
ら

呼
び
込
も
う
と
す
る
取
組
み
で
す
。
来

年
度
以
降
の
税
制
改
正
に
盛
り
込
ま
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら

も
注
目
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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平成25年12月24日、政府は
平成26年度税制改正大綱を閣議決定した。

大綱には、企業の設備投資や賃上げを促す税制優遇や
復興特別法人税の１年間前倒し終了などをはじめ、
給与所得控除の段階的縮小、軽自動車税の引上げ、
医業継続に係る相続税の納税猶予制度の創設など、

様々な改正項目が盛り込まれた。
大綱の概要とＦＰとして

押さえておくべきポイントについて、
柴原一税理士事務所所長の
柴原一氏にお話を伺った。

編集部=聞き手・構成　大野真人 = 写真

「アベノミクスを後押しする
企業への税制優遇と個人に対する
課税の強化が進んでいきます」
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